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関 係 法 令 

◎ 食料・農業・農村基本法（平成11年７月16日 法律第106号） 

  ５つの基本理念 

   １ 食料安全保障の確保   

   ２ 農業の持続的な発展 

   ３ 環境と調和のとれた食料システムの確立 

  ４ 多面的機能の発揮 

５ 農村の振興 

◎ 農業委員会等に関する法律（昭和26年３月31日 法律第88号） 

 ◎ 農地法（昭和27年７月15日 法律第229号） 

〇 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年12月13日 法律 

第101号） 

 ○ 農業経営基盤強化促進法（昭和55年５月28日 法律第65号） 

 ○ 市民農園整備促進法（平成２年６月22日 法律第44号） 

 ○ 土地改良法（昭和24年６月６日 法律第195号） 

 ○ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年７月１日 法律第58号） 

 ○ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に 

   関する法律（平成５年６月16日 法律第72号） 

 ◎ 独立行政法人農業者年金基金法（平成14年12月４日 法律第127号） 



 

 

いわき市農業委員会憲章 
 

いわき市農業委員会は、農業・農村を守り、その健全な発展に

寄与するため、法令遵守と高い倫理観を持ち、農業委員と農地利

用最適化推進委員が一体となって、以下の憲章を遵守することを

誓います。 

 

一、農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の 

実現に努め、市民の期待と信頼に応えます。 

 

一、食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、適正な 

農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。 

 

一、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・ 

集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努 

めます。 

 

一、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確 

保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。 

 

一、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力あ 

る農業と農村社会をめざします。 
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